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ABSTRACT 

This study aims to evaluate the Policy Delivery Systems which support disable people to rent private rental 
housing. We investigated local governments measures in Tokyo and the actual situations of real estate agencies 
that participates supportive systems. The results are as follows: 1) There are 4 types of Policy Delivery Systems 
to provide rental housing, but they don’t work effectively because of social barrier and the character of real 
estates market. 2) The main reasons of difficulty to rent private rental housing for disable people are the 
rejection by house owner and unrest for troubles. 3) It needs the supports for house owner, real estate agent and 
disable people to function the providing system of rental houses to disable people. 

 
 
 

 
１章：研究の背景と目的                   

１－１ 研究の背景と目的 

近年、日本における公共サービスの提供形態（Policy 
Delivery System;以下ＰＤＳ）は大きな転換期を迎えてい

る。戦後から行政は公共サービスの提供者としての役割の

大部分を担ってきたが、近年では福祉やまちづくりの分野

で顕著に見られるように、ＮＰＯや民間営利企業などもそ

の役割を担うようになってきた。 
 一方で、2006 年の障害者自立支援法の施行にみられる

ように障害者福祉政策も転換期を迎えている。生活施設に

入所している障害者や精神病院に長期入院している障害

者の生活の場をグループホームや民間賃貸住宅など、地域

の中へと移行することが目指されている。しかし、障害者

の民間賃貸住宅への入居や居住生活には経済的な制約や

社会的な障壁など乗り越えるべき課題が多い。それらの課

題を乗り越える為、行政を中心とした支援システムが一部

の自治体で実施されている。 
 そこで本研究では、東京都の区部および市部で見られる

障害者に対する民間賃貸住宅への入居・居住を支援する政

策を対象とし、居住支援制度の実態を、行政と民間事業者

との関係に着目して整理する。さらに、障害者が民間賃貸

住宅を利用する際の問題点を明らかにする。以上の結果を

踏まえ、現況の居住支援システムの課題を把握し、今後の

民間賃貸住宅確保の支援のあり方を考察する。 
１－２ 先行研究 

家賃債務保証制度に関して、官民のリスクの分担という

視点から川崎市の居住支援制度を考察する研究１２や、外国

人の民間賃貸住宅への入居支援に関して、政策の歴史的変

遷を追いながら現在の支援策について考察を加えている

研究３があるが、複数自治体の政策を横断的に見た研究や、

障害者の民間賃貸住宅利用についての実態調査からアプ

ローチした研究は見られない。 
１－３ 研究の方法と論文構成 
 第２章では福祉政策の変遷および障害者に関する住宅

政策を文献調査により整理し、民間賃貸住宅への障害者の

居住支援制度ができた経緯、位置づけを把握する。第３章

では、東京都の自治体が実施している様々な居住支援制度

の詳細を基礎データとヒアリング調査から明確にする。さ

らに、制度の仕組みを目的と事業主体の関係によって類型

化し、各類型の運用上の実態・問題等を事業主体やそれら

の関係性に着目して明らかにする。第４章では居住支援制

度が実施されている自治体の不動産業者へのアンケート

調査により、障害者の民間賃貸住宅確保の実態と居住支援

制度に対する意識を把握する。第５章では、第３章・第４

章で明らかになった行

政側から見た制度の問

題と、民間賃貸住宅の提

供の現場にいる不動産

業者から見た入居を困

難にしている問題・意識

から、今後の民間賃貸住

宅確保の支援のあり方

を考察する。 
 
２章：障害者福祉・住宅政策の変遷           

 本章では、文献調査から福祉政策の変遷および障害者に

関する住宅政策をまとめ、民間賃貸住宅への障害者の居住

支援制度ができた背景、現在の位置づけを把握する。 
２－１ 障害者福祉政策の変遷 

戦後の障害者福祉施策の主な体系は福祉施設への入所

であったが、1980 年代より徐々に地域福祉へと移行して

いった。障害者自立支援法制定等により、地域福祉が障害

者福祉施策の中心となり、地域移行が進められている。地

域移行の具体的な数値目標は、平成 23 年度末までに施設

入所者の１割以上、平成 24 年度までに、「受け入れ条件が

整えば退院可能な精神障害者」約 7 万 2 千人(東京都で 5
千人)が地域生活に移行することが目指されている４。施設

入所者や入院者の地域移行は、グループホーム等への移行

促進だけでなく、公営住宅や民間賃貸住宅等の一般住宅へ

の移行も視野に入れて取組むことが重要であるとされて

いる５。また、親元からグループホームや一般住宅への独

立もある。 
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 障害者福祉政策の地域移行への転換に合わせて、サービ

ス供給のあり方は従来の中央集権的なものから地方自治

体へ分権化され、供給主体は民間企業等にまで拡大され、

同時に福祉サービス供給に際しての行政の関与方法その

ものが大きく変わりつつある。 
２－２ 障害者に関する住宅政策の変遷  

戦後、住宅政策は公的資金による直接供給が中心であっ

たが、現在の政策は、「公的供給を中心とする体系」から、

「市場の条件整備、誘導、補完」へ転換された。市場に対

応できない障害者等に対してはセーフティネットとして

公営住宅を活用することが示されている。しかし、公営住

宅は縮小されていくため、民間の活用も必要であり、民間

賃貸住宅への入居・居住支援政策が整備されつつある 
障害者福祉政策と住宅政策は、それぞれがその主たる施

策の対象層と提供方法を異にして進められてきたが、現在

は両者が同時に転換期を向かえ、両者が協働して施策を進

められ始めている。 
２－３ 住宅・福祉政策の中の居住支援制度の位置づけ  
 公営住宅やグループホーム等は、行政が直接供給したり、

行政やグループホーム運営団体が民間の家主から賃借し

て障害者に提供したりという、民間賃貸住宅市場から外れ

た形で障害者に住宅を提供するシステムであった。しかし

市場主義的政策では、障害者は不動産業者を通じて家主と

直接契約を結ぶ、一般の民間賃貸住宅市場の中の存在とな

る。住宅弱者である障害者が民間賃貸住宅市場で住宅を確

保するために行政が行なう支援が居住支援政策である。 
 

３章：東京都自治体における障害者の居住支援政策の実態 

 本章では、障害者に対する居住支援制度を実施している

東京都の自治体に対するヒアリング調査より、支援政策の

概要と制度上の問題を把握する。さらに、行政から見た障

害者の賃貸借契約における問題と、市場を活用する際の行

政上の問題を把握する。 
３－１ 東京都の自治体の居住支援制度の策定状況 

東京都の自治体における障害者に対する居住支援の取り

組みの有無と内容を把握した。何らかの形で支援をしてい

るところは 53 自治体中（23 区 26 市 4 町村）、19 自治体

（14 区 5 市）であった。支援の内容は大別して、①物件探

しのサポート、②家賃等債務保証、③家賃助成、④見守り

支援の４つの取り組みがなされ、さらにそれぞれに仕組み

上の違いによる類型化を行なった【表 1、図２】。 
３－２ 居住支援政策の概要と制度上の問題 

①物件探しのサポートは、宅地建物取引業協会や不動産

業者を協力主体とし、民間賃貸住宅市場では得られにくい、

障害者を敬遠しない物件や不動産業者（協力店）の情報を

提供するものである。しかし、行政が収集・提供できる物

件や協力店の情報の量や質に問題があるため、実態として

全体的に成約率は低く、うまく機能していない。 
②家賃等債務保証制度は、保証人がいない人に対して代

替保証人を提供するものであり、民間の保証会社を利用す

るものと、自治体が保証人となるものがある。金銭的な保

障のみで人的な保障でないことが問題として挙げられる。 
③家賃助成制度は、家賃などに対する現金給付である。

過度の財政負担が問題で、上限額、助成期間、助成人数な

どを制限することで負担を軽減する自治体が多い。 
④見守り支援制度は、介護事業所を協力主体とし、安否

確認による居住生活の安心を提供するもので、行政内の部

局間の連携が問題となっている。 
３－３ 障害者の民間賃貸住宅への居住支援の問題 

(1)行政から見る障害者の賃貸借契約における問題 

行政の意識から、障害者の賃貸借契約には、「不動産店

や家主の協力が得られない」という＜社会的問題＞と、「障

害者の希望に合う物件が少ない」という＜民間賃貸住宅市

場での物件の問題＞が存在していることが把握できた。＜

社会的問題＞は、不動産業者や家主が障害者を仲介・受容

することで、業務上の負担やトラブルのリスクを負うこと

が要因の一つであると考えられている。＜民間賃貸住宅市

場での物件の問題＞には、障害者の経済力が低いことや障

害固有の問題が選択の幅を狭めていることが挙げられた。 
(2)市場を活用する際に生じる行政上の問題 

民間賃貸住宅市場を活用する際に生じる行政上の問題

として、行政の民間に対する責任の問題が挙げられた。居

住支援政策は行政が障害者を不動産業者や家主に紹介す

るという側面もあることから民間に対する責任がある。そ
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表１ 居住支援政策の実態 



  

のため、問題が起きないように制度利用者の審査を行なう

必要があるが、その審査にも限界があることが挙げられた。

また、入居後の問題発生を予防するためのアフターフォロ

ーも必要であるが、福祉政策との連携が行政の縦割り構造

ゆえになかなか実行できないという問題が挙げられた。 
また、家主や不動産業者の積極的参加を促すために謝礼金

やステッカーなどでインセンティブを与えているケース

では、制度悪用の問題が存在していることが挙げられた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４章：不動産業者から見る障害者居住支援の課題     

4章では、協力不動産店へのアンケート調査により障害

者の民間賃貸住宅確保の実態と支援政策に対する評価を

明らかにする。 
４－１ 調査の概要           

本調査は、大田区、目黒区、世田谷区の協力不動産店を

対象とし、全数アンケート調査を行った。調査票の配布方

法は、店舗へ訪問して手渡しで配布する方法と郵送法を併

用した。回収方法は両者とも郵送によるものである。 
調査票配布時（2006 年 12 月）の協力店店舗数は、大田区

95 店、目黒区 44 店、世田谷区 80 店、合計 216 店であっ

た。調査票は現在の全協力不動産店に配布し、65 通回収し、

回収率は 30.1％であった。なお、本調査では身体障害者お

よび精神障害者を扱った。それは、知的障害者の一人暮ら

しは極めて少なく６、不動産業者の業務上の経験があまり

ないことが予想されるためである。 
４－２ 協力不動産店の実態 

(1)障害者の来店件数と成約件数(年間) 
障害者の来店件数・成約件数共に全体として少なく、身

体・精神障害者を比較すると精神障害者の方がより少ない。

しかし、中には群を抜いて多い来店数や成約数を持つ業者

も存在しており、業者による違いが大きい。 

(2)制度参加のきっかけ 

協力店になったきっかけは、仲介件数が増加するという

期待よりも、社会的責任に基づく動機のほうが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

(3)制度参加の度合い 

 物件探しのサポートの自治体窓口型と協力店リスト型

の政策に対する参加の度合いとして、情報提供の頻度を尋

ねたところ、自治体窓口型も協力店リスト型も提供の頻度

はあまり高くない。 
 
 
 
 
 
 
４－３ 民間賃貸住宅への入居が困難な要因 

障害者の民間賃貸住宅への入居が困難である要因は、身

体・精神障害者ともに「家主からの入居制限」、「希望に合

う物件の少なさ」、「予算の問題」が多くあげられた。その

ほかに、身体障害者については＜空間的なバリア＞が、精

神障害者については＜社会的なバリア＞があげられてい

る。入居後の生活に対する不安としては、身体・精神障害

者ともに火事などの事故や、病気や怪我に対して不安に思

う事業者が多い。特に精神障害者については、近隣とのト

ラブルが一番不安に思われている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－４ 居住支援に対する要望 

今後の障害者の入居・居住支援についての意見は、障害

者用住宅の確保、家主への支援、不動産業者への支援、障

害者への支援に関するものが得られた。 
障害者用住宅の確保については、行政等による管理の障

害者用住宅の建設、借り上げが求められていた。これは、

障害者の住まいの確保を市場に任せることは非常に難し

く、行政の方で住まいを確保するべきであるという意識が

表れている。 
不動産業者への支援に関する意見は、不動産業者へのリ

スク保証など、補助や援助を求めるものがあげられた。不

図 3 行政側からみた居住支援政策の課題 
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図４ 障害者の相談件数と成約件数（年平均） 
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図５ 制度参加の動機 
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図６ 制度参加の頻度 
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図７ 民間賃貸住宅への入居が困難な要因 



  

動産業者にとって障害者の仲介をすると様々なリスクや

負担を負わなければならないため、不動産業者へのリスク

保証や援助等は重要な課題であるといえる。 
障害者への支援に関する意見は、家賃補助を求める意見

が挙げられた。障害者の支払い可能家賃の低さにより紹介

できる物件が少ないため、家賃補助により物件の選択肢を

拡大できるという意識が表れている。 
 家主への支援に関する意見は、家主の不安を解消し、理

解を得るための様々な支援が求められている。それは、見

守り支援によるトラブルの防止、トラブルが発生したとき

の保障、トラブルへの対処の体制、自立生活不可能になっ

たときの受け皿の整備などである。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５章：障害者居住支援 PDS の課題            
■様々な支援の必要性と行政上の問題 

民間賃貸住宅への入居･居住支援政策は、実態としてあ

まりうまく機能していない。行政が捉えているその主な要

因は、「協力不動産店の協力が得られない」「家主の理解が

得られない」といった提供する主体側の＜社会的問題＞と、

「希望に合う物件が少ない」という＜民間賃貸住宅市場の

物件の問題＞であった。協力店の意識からは、「家主から

の入居制限」や、「希望に合う物件の少なさ」が民間賃貸

住宅への入居を困難にしている問題として多く挙げられ

ていた。また、社会的責任に基づく積極的な参加や中立的

参加をしている不動産業者が多くある一方で、協力店の制

度利用の度合いはあまり高くない。これらより、「家主の

理解を得られない」ことや、「希望に合う物件の少なさ」

から、協力したくても協力できないという状況があること

が見受けられる。したがって、協力的な不動産業者を障害

者の民間賃貸住宅における居住支援のシステムに取り込

むだけではこのシステムはうまく機能せず、「家主の理解

が得られない」という＜社会的問題＞の解消、「希望に合

う物件が少ない」という＜民間賃貸住宅市場の物件の問題

＞の解消をする必要がある。 

＜社会的問題＞の解消には、トラブルの予防やトラブル

発生の際のリスク保障が必要であることが協力店の意識

から得られたが、トラブル発生の軽減には見守り支援が、

リスク保障には家賃等債務保証が対応している。しかし、

家賃等債務保証に関しては近年様々な自治体が整備を進

めているが、見守り支援に関しては「福祉との連携が取れ

ない」という行政の縦割り構造上の問題があり実行ができ

ていない。また、不動産業者にとっても家主の信用を失う

リスクや負担が重大な問題となっており、不動産業者への

支援や保証等の必要がある。また、インセンティブ等で積

極的な参加を誘導することも行政・不動産業者双方から考

えられているが、制度運用上の問題は多い。 

＜民間賃貸住宅市場の物件の問題＞の解消には、障害者

の経済力の低さや、障害固有の問題のための希望条件付加

などによって選択の幅が狭くなっているため、家賃助成が

必要である。しかし、行政の家賃助成の実施状況に見られ

るように、財政への過度の負担が問題となっている。 

■民間賃貸住宅居住支援 PDS の課題 

＜社会的問題＞＜民間賃貸住宅市場の物件の問題＞に

対する支援が不足する現状では、障害者を受容している家

主の動機は、善意に基づくものであるか、老朽化などによ

って借主を選べない状況に基づくものであると考えられ

る。それが後者である場合、市場に敬遠された物件と、市

場に敬遠された障害者とのマッチングシステムとなりう

る危険性がある。このような危惧を避け、障害者の民間賃

貸住宅への居住支援 PDS を有効に機能させるには、上記の

ように、家主、不動産業者、障害者の 3 者に対する様々な

支援と、福祉団体等を巻き込んだ支援システムが必要であ

り、その構築には経済的・時間的コストがかかる。 

障害者の民間賃貸住宅への居住支援政策は、市場活用に

よる財政負担の削減要請と、ノーマライゼーションの理念

に基づく福祉側からの要請のもと政策化された。財政的側

面での PDS の市場化の是非は、これらのコストを勘案した

上で検討される必要がある。一方で、地域移行先が、公営

住宅やグループホーム等の福祉的に保護された住まいで

はなく、民間賃貸住宅市場で住宅を探すということは、ノ

ーマライゼーションに基づく障害者の権利主体化という

観点で見ると、その意味は大きい。つまり、民間賃貸住宅

への地域移行は、空間的に地域を移行しただけでなく、社

会的にも地域へ移行するという意味をもち、上記の支援の

コストが大きくとも整備を進めることが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６章：結論                      
・民間賃貸住宅の居住支援のシステムは４つのタイプがあ

ったが、実際には社会的な課題や、行政の市場介入の問題

などからあまり有効に機能していない。 
・障害者の民間賃貸住宅への入居が困難である要因には、

家主の入居制限やトラブルに対する不安が大きい。 
・市場機能を活用した民間賃貸住宅確保のシステムが機能

するには、不動産業者をシステムに取り込むだけではなく、

家主、不動産業者、障害者の 3 者への支援が必要である。 
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図 8 不動産事業者からみる入居支援制度の課題

図 9 障害者居住支援 PDS の課題 
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